
～総務省 省令・告示等を改正～�

【�新しい電波型式の構成�】�

【�バンド幅の表示例�】�

【�旧表示と新表示の対応�】�

（例）抑圧搬送波のSSB
旧表示�
�A   3   J

新表示�
�J   3   E

（注）この他に「その他Ｘ」があるが、通常は使用しない。�

主搬送波の変調の型式�
� 分類�

�
記号�
�N

記号�
�0

A
H
R
J
B
C
F
G
D

W

記号�
�N
A
B
C
D

E
F
W

無変調�
�振幅変調�
�

両側波帯�
�単側波帯�
�

独立側波帯�
�残留側波帯�
�周波数�
�

角度変調�
� 位相�

�

全搬送波�
�低減搬送波�
�抑圧搬送波�
�

振幅変調及び角度変調であって同時に�
�又は一定の順序で変調するもの�
�上記に該当しないもので、振幅、角度�
�又はパルスのうち２以上を組合せて、�
�同時に、又は、一定の順での変調�
�

主搬送波を変調する信号の性質�
� 分類�

�変調信号なし�
�副搬送波を使用しないデジタル信�
�号の単一チャネル�
�副搬送波を使用するデジタル信号�
�の単一チャネル�
�アナログ信号の単一チャネル�
�デジタル信号の２以上のチャネル�
�アナログ信号の２以上のチャネル�
�

1

2

3
7
8
9１以上のアナログ信号のチャネル�

�と１以上のデジタル信号のチャネ�
�ルの複合方式�
�

伝送情報の型式�
� 分類�
�無情報�

�電信（聴覚受信）�
�電信（自動受信）�
�ファクシミリ�
�データ伝送・遠隔�
�測定・遠隔指令�
�電話�
�テレビジョン�（映像）�

�組合せ�
�

１ はじめに

これまでにもお知らせしてきま�
したが�，�総務省では�，�アマチュア�
無線における通信技術の多様化�，�
デジタル方式の導入などを考慮し�
て�，�電波型式の新表示化�，�バンド�
プラン�，�審査基準などの規則改正�
を行いました�。�新しい省令等の施�
行は�，�平成�16年１月�13日を予定し�
ています�。�

２ 新しい電波型式の表示

アマチュア無線においても従来�，�
その通信内容は�，�音声や電信が主�
体で�，�画像や多重伝送については�
一部の利用者になっていました�。�
しかし近年のコンピュータやカメ�
ラ等の普及により�，�多くの人にパ�
ケット通信や画像伝送が容易にな�
りました�。�
こうしたアマチュア無線の多様�

化とデジタル通信方式に対応する�
ため，今般，アマチュア局も一般�
無線局と同じ電波型式の表示とす�
ることとしました�。�（�右図参照�）�
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【�一括記載コードの考え方�】�

表示されます�。�
・パルス変調方式�
・�無線局免許手続規則関係告示�
「�アマチュア局において使用する�
電波の型式を表示する記号�」�に�
規定しない周波数帯の電波型式�

・�一般的ではない変調方式�（�占有�
周波数帯幅が規定値を超えるも�
のを含む�）�の電波型式�

５ 一括記載コードの導入

今回�，�アマチュア局については�，�
申請書記載や免許状表記の簡素化�
を図るため�，�多数の電波型式を一�
括して記載できる電波型式の�「�一�
括記載コード�」�を新たに導入しま�
した�。�（�上図参照�）�
これは�，�各々の電波型式そのも�

のを示すものではなく�，�あくまで�
も申請や記載上の簡素化を行うた�
めの一括記載表示です�。�
一括記載コードは�，�通常発射可�

能な変調方式�，�伝送内容の電波型�
式のグループを操作資格や発射周�
波数帯別にまとめた３桁の記号で�
表したものです�。�

６ 既存局の扱いと申請記載方法

現在�，�既に免許されているアマ�
チュア局の電波型式については�，�
総務省で�，�この一括記載コードと�
個別の電波型式の新表示に改めら�
れます�。�残念ながら現在の免許状�
は�，�旧表示のままで新表示に読み�
替えられ�，�新表示への書き換えは�
されませんが�，�再免許や変更許可�
の際に送られて来る免許状で�，�こ�

この電波型式の新表示は�，�
WARC79においてその表示方法が�
提案され�，�我が国では�，�昭和�58年�
から一般無線局に採用されていた�
もので�，�電波型式が�前ページ�のよ�
うに３桁の記号で表示されます�。�
これまでの電波型式の表示とは�，�
表示の順番や変調方法や伝送情報�
の表し方が異なっていますが�，�発�
射する電波の変調方式や伝送情報�
の内容がよりわかりやすくなりま�
した�。�

３ バンド幅の表示

一方�，�バンド幅�（�占有周波数帯�
幅の許容値�）�の表示は�，�いままで�
kHzを単位とした数字で表してい�
ましたが�，�新表示では�，�その単位�
となる１英文字�（�大文字�）�と３数�
字の４桁の記号で表されることと�
なりました�。�（�前ページに表示例�）�
しかし�，�通常の変調方式及び伝�

送内容のアマチュア局では�，�この�
バンド幅が免許状に指定表示され�
ることはありません�。�自作機など�
で特殊な変調方法や伝送内容の場�

合には�，�このバンド幅が指定され�
ることがあります�。�

４ 電波型式の新旧読替

現在免許されているアマチュア�
局の電波型式の新旧表示変更�（�読�
替�）�については�，�総務省側で一括�
して行います�。�その際�，�電波型式�
の読替の主な考え方は次のとおり�
です�。�
①�読み替える電波型式については�，�
一般的な変調方式�，�伝送情報に�
よるものとします�。�
②�空間波がモールス電信の場合�，�
第３番目の記号は�，�聴覚受信か�
自動受信かにかかわらず�「�A」�
となります�。�
③�４アマが使用する�「�F1B」�や�
「�G1B」�については�，�モールス�符�
号による自動受信が除かれます�。�
④�コンピュータによって符号生成�
し�，�文字�，�データ�，�画像等を伝�
送する場合�，�第３番目の記号は�，�
伝送する情報の内容にかかわら�
ず「D」�となります�。�
⑤�次のものについては，個別指定�

当該電波を発射する
ために，最低限必要
な無線従事者の資格
を表す数字�
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【�一括記載コードと電波型式との関係�】�

帯毎に許されるバンド幅や電波型�
式などがきめ細かく決められてい�
ます�。�今回の電波型式の新表示へ�
の改正に伴って�，�このバンドプラ�
ンも一部改正されました�。�また�，�
一部の使用緩和も行われました�。�
次ページ�にその改正後の概略図�

を示します�。�法令を守って正しく�
運用しましょう�。�

８ 再免許申請受付期間

今回の改正に合わせてアマチュ�
ア局の再免許申請受付期間が�，�「免�
許の有効期間満了前１か月以上１�
年を超えない期間�」�となりました�。�
この受付期間の改正については�，�

平成�15年８月�11日から適用�，�施行�
されました�。�

今後とも免許または再免許を受�
けた後�，�４回目�（�４年目�）�の電波�
利用料の納入告知書が送られてき�
たことを契機に免許の有効期間満�
了前１か月前までに次の再免許申�
請を行ってください�。�

９ その他の改正

レピータ局の高度化�，�公衆網へ�
の接続�，�インターネットによる遠�
隔操作及び通信の秘匿性機能など�
に関する審査基準が設けられまし�
た。�
（�総務省総合通信基盤局電波部移動�

通信課�）�

の新表示を確認しましょう�。�
なお�，�この一括記載コードは�，�

工事設計書�（�申請書の２２以降の�
欄�）�には適用されませんので注意�
が必要です�。�工事設計書への記載�
や通信設定�，�QSLなどの運用面で�
は�，�一括記載コードではなく�，�電�
波型式の新表示で扱いましょう�。�
（�一括記載コードは�，�国際的には通�
用しません�。�）�

７ バンドプランの改正

アマチュア業務に使用する電波�
の型式及び周波数の使用区別�（�い�
わゆる�「�バンドプラン�」�）�について�
は�，�電波法無線局運用規則に基づ�
き告示で定められています�。�この�
バンドプランには，各使用周波数��
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